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(１)～(３)のすべてにあてはまる方 　※生活保護を受給中の方は申請できません

（１）令和８年１月に久留米市に住んでいる方　※令和８年３月末日までに久留米市外に転出される方は除きます

（２）お子さまが令和８年４月に国公立の小・中学校に入学予定の方　※ 私立学校・特別支援学校に入学予定の方は除きます

（３）下記①～⑥のいずれかに該当する世帯

　① 生活保護が停止または廃止になった（令和７年４月１日以降の廃止）

　② 児童扶養手当を全額受給している

　 　③ 世帯全員の国民年金保険料が全額免除されている

　④ 世帯全員の市民税が非課税である

　⑤ 特別な事情（保護者の死亡・離別・失業など）により、生活状態が急激に悪化した

　⑥ ①～⑤には当てはまらないが、世帯全員の収入が少なく、生活が非常に苦しい

※ 上記(１)、(２)の要件を満たさなくなった場合は、返還していただきます。

 　該当する可能性のある方は、申請を行わないでください。

※ ７人世帯以降、１人増えるごとに約６３万円を加算　　　

※ 今回の判定で確認する収入は、令和６年中の収入です　　　

住民票同一世帯全員（単身赴任の方も含む）の収入を合わせた金額で審査します。

ただし、この金額を超えている場合でも、各世帯の状況により援助の対象となる場合があります。

援助の対象となるかは審査によって判定しますので、まずは申請してください。

令和８年３月１９日ごろ

　　　小学校入学　40,600円
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　　　中学校入学　47,400円

世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯

久留米市教育委員会

収入の目安（年額） 約290万円 約355万円 約436万円 約467万円 約545万円

◇ 大切なお知らせ ◇ 久留米市にお住まいで、令和８年４月に小学校、中学校に入学予定の

お子さまがいらっしゃるご家庭にお知らせしています。

支給金額

小学校入学 40,600円

中学校入学 47,400円
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　   学校保健課   （市役所本庁舎１７階）　 　 TEL　０９４２－３０－９２７３

田主丸事務所（田主丸総合支所２階）　　　　 TEL　０９４３－７４－４０００

北野事務所　（北野生涯学習センター） TEL　０９４２－７８－２３０８

城島事務所　（城島総合文化センター） TEL　０９４２－６２－２１１７

三潴事務所　（三潴生涯学習センター） TEL　０９４２－６４－３０２０

※ 久留米市立の小学校・中学校でも申請できます。

※ 小学校・中学校の両方にお子さまが通学している場合は､どちらか一方の学校で申請してください。

※ 市民センターでは申請できません。

令和８年１月５日（月） ～ 令和８年１月３０日（金）

※ 学校での受付は1月８日（木）からです。

平日 8:30 ～ 17:15（毎週木曜日は学校保健課のみ１９時まで窓口延長）

※ 学校の受付終了時刻は、各学校で異なります。
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これから下は、該当する方のみお持ちください

● 同じ世帯に障害者手帳をお持ちの方がいる場合

　　□　障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳）の写し□　障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）

● 世帯全員の国民年金保険料が全額免除されている方

□　国民年金免除申請承認通知書・・・２０歳以上の世帯全員分

　※ 日本年金機構が発行したハガキをお持ちください。

● 特別な事情（保護者の死亡・離別・失業など）により、生活状態が急激に悪化した方

　　□ 離職票など、現在の状況を証明する書類□ 　離職票など、現在の状況を証明する書類

● 久留米市に令和７年１月２日以降に転入した方

　　□ 所得課税証明書　・・・令和３年１月１日にお住まいの市区町村で、１６歳以上の世帯全員分の□ 　所得課税証明書　・・・ 令和７年１月１日にお住まいの市区町村で、１６歳以上の世帯全員分の

交付を受けてください。

 　就学援助に関するお問い合わせ先

　　久留米市教育委員会学校保健課（市役所本庁舎１７階）

　　（TEL）０９４２－３０－９２７３　（FAX）０９４２－３０－９７１９

　　（ホームページ）http://www.city.kurume.fukuoka.jp
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※ 令和７年度の就学援助の認定を受けている方も申請が必要です。

※ 就学援助の詳しい支給内容は、結果通知に記載しています。また、久留米市ホームページでもご覧いただけます。

※ 入学準備金の認定を受けた方は、令和８年度の就学援助の申請手続きは必要ありません。

※ 1月中に申請しなかった場合でも、5月までに申請し、認定された方には7月に入学準備金を支給します。

※ 6月以降に申請して認定された方は、入学準備金の支給はありませんが、申請月以降の就学援助（学用品費、給食費等）

は支給されます。
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ホームページは

⇩こちらから⇩


